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第三期御殿場市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 

に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業 務 名  

第三期御殿場市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託  

 

２ 業務内容  

第三期御殿場市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託仕様書のとおり 

 

３ 委託期間 

契約締結日翌日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 提案限度額等 

（１） 提案限度額 

５，１９２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

（２） 業務委託料の支払 

業務完了後に全額支払うものとする。 

 

５ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

６ 事務局 

担当部署：御殿場市健康福祉部保育幼稚園課  担当：齋藤 

住  所：静岡県御殿場市萩原４８３ 

電  話：０５５０－８２－４１３２  

ＦＡＸ ：０５５０－８２－４３２５ 

Ｅ－MAIL：hoiku@city.gotemba.lg.jp 
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７ 実施日程（予定） 

日時 内容 

令和５年９月７日（木） ・プロポーザル募集公表 

・プロポーザル参加表明書（様式第１号）受付開始 

・質問受付開始 

令和５年９月１９日（火） ・プロポーザル参加表明書（様式第１号）提出期限 

令和５年９月２５日（月） ・参加資格等審査結果通知期限 

 プロポーザル参加資格確認結果通知書（様式第２号） 

 プロポーザル関係書類提出要請書（様式第３号） 

令和５年１０月２日（月） ・質問受付期限 

令和５年１０月１０日（火） ・質問回答期限 

令和５年１０月１７日（火） ・プロポーザル提案書（様式第４号）提出期限 

令和５年１０月１９日（木） 

～２４日（火） 

・書類審査 

令和５年１０月下旬 ・審査委員会またはヒアリング（実施する場合） 

令和５年１０月３１日（火）頃 ・審査結果の通知、公表 

 プロポーザル審査結果通知（様式第７号） 

令和５年１１月 ・事業契約 

 

８ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第１６７

条の１１第２項の規定に基づき、御殿場市に対し一般競争（指名競争）参加資格審

査申請書（物品調達等）を提出し、入札参加資格を有する者。 

（３） プロポーザルの参加申込日から本業務の委託契約時までに、御殿場市工事請負契約

等に係る指名停止等措置要綱（平成４年御殿場市告示第７８号、以下「指名停止等

措置要綱」という。）に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（４） 市税（御殿場市内に本店、営業所がある場合）、法人税、消費税及び地方消費税に滞

納がないこと。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立がなさ

れている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされている者（再生

手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 
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（６） 御殿場市暴力団排除条例（平成２４年御殿場市条例第２４号）に規定する暴力団、

暴力団員、暴力団員等及び暴力団等でないこと。 

（７） 個人情報の保護について、適切な措置を講じることができること。 

 

９ 参加申込手続き 

プロポーザルへの参加を希望する者は、御殿場市プロポーザル実施要綱（令和３年御殿場

市告示第２４７号、以下、「プロポーザル要綱」という。）の様式第１号「御殿場市プロポー

ザル参加表明書」に加え、以下の書類を提出し、参加申込を行うものとする。 

（１） 提出書類 

番号 提出書類 様式・備考等 

１ 法人の代表者及び役員名簿 別紙１（様式第１号関係） ※２ 

２ 財務諸表（決算書） ※２ 

３ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書 ※２ 

４ 市税滞納のない証明書（御殿場市内に本店・営

業所がある場合） 

※２ 

５ 納税証明書その３の３ 未納の税額のない証明 ※２ 

（法人税と消費税及び地方消費税）  

６ 誓約書 別紙２（様式第１号関係） 

※１ 提出部数はすべて各１部とする。 

※２ 番号２は直近１年のもの。番号３から番号５は作成後３か月以内のもの。すべて写

し可とする。 

書類の大きさはＡ４判とし、Ａ３判が必要な場合はＡ４判に折りたたむこと。 

（２） 提出期限 

   令和５年９月１９日（火） 

（３） 提出方法 

   所定の様式により、事務局まで持参若しくは郵送（当日消印有効）すること。 

（４） 参加辞退 

参加申込後において、令和５年９月２２日（金）までは、参加を辞退することができ

る。辞退する場合は、別紙３（様式第１号関係）「参加辞退届」を事務局まで郵送（当日

消印有効）若しくは持参により提出すること。なお、上記期限内の辞退により今後の当市

の事業において不利益な扱いを受けることはない。 

上記の期限を過ぎた後の辞退については、事務局まで協議すること。辞退について正当

な理由がないと判断される場合、市長は指名停止等措置要綱による指名停止等の処分を行

うことができる。 

（５） 参加資格等の通知 

   参加申込書類の受付後、参加資格の審査結果について、プロポーザル要綱の様式第２号

「プロポーザル参加資格確認結果通知書」により通知する。参加資格「有」となった者に
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は、併せてプロポーザル要綱の様式第３号「プロポーザル関係書類提出要請書」により以

降の提出書類及び提出期限を通知する。 

 

１０ 質問の受付及び回答 

（１） 質問書の提出 

  本プロポーザルに関する質問は、別紙４（様式第１号関係）「質問書」により提出するこ

と。 

ア 提出期限 

令和５年１０月２日（月） 

イ 提出方法 

事務局メールアドレス宛の電子メールに添付して提出すること。また、電子メール

の件名を「【参加者名】第三期御殿場市子ども・子育て支援事業計画策定業務質問

書」とすること。なお、やむを得ない事情等により電子メールによる提出ができな

い場合は、郵送若しくは持参による提出を認める。 

（２） 質問書に対する回答 

  質問書に対する回答は、質問の有無にかかわらず、令和５年１０月１０日（火）までに当

市ホームページ上に公開するほか、質問者及び各参加申込者へメールにて通知する。なお、

質問に対する回答は、本要領及びその他当市が提供する資料の追加又は修正として取り扱

う。 

 

１１ 企画提案書の提出等について 

（１） 提出期限：令和５年１０月１７ 日（火）午後５時必着 

（２） 提出方法：原本（郵送若しくは持参）及びデータ（事務局メールアドレス宛の電子

メールに添付）を提出すること。また、電子メールの件名は「【参加者名】第三期

御殿場市子ども・子育て支援事業計画策定業務提案書」とすること。 

（３） 提出書類 

番号 提出書類 様式 備考 

１ 提案書 
プロポーザル要綱 

様式第４号 

 

２ 企画提案書 任意 ・詳細は下記（４）を参照 

３ 会社概要 
任意（会社パンフレ

ット可） 

 

４ 業務実績表 
別紙５（様式第４号

関係） 

・様式に定められている実績を記

載すること。 

・静岡県内受託実績を優先して記

載すること。 
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５ 担当者経歴書 
別紙６（様式第４号

関係） 

 

６ 見積書 任意 
消費税及び地方消費税の額を加え

た額を記載すること。 

７ 
仕様書に基づく情報

提供のサンプル 
任意 

 

※ 提出部数は番号１の提案書のみ正本１部、その他は正本１部、副本９部とする。 

（４） 企画提案書作成について 

ア 体裁は原則Ａ４版（Ａ３版折込可。２頁として計算）とし、横書きとする。 

イ 枚数制限は２０頁以内とし、要点を簡潔にまとめて作成すること。 

ウ 仕様書の各項目について具体的な提案内容を記載すること。 

エ 業務スケジュール及び業務体制を記載すること。 

オ 企画提案書の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は計量法（平成４年

法律第５１号）によるものとすること。文字のポイント数は自由とする。 

 

１２ 選定方法 

受注予定者の選定は、御殿場市プロポーザル審査委員会条例に基づき設置される「第三

期御殿場市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託に係るプロポーザル審査委員会」（以

下、「審査委員会）という。）において実施する。審査委員会は非公開とする。 

ただし確認の結果、見積書の見積額が提案限度額の上限を超えている場合及び「８ 参

加資格」の資格を有しない場合は、その企画提案書は審査から除外する。 

 

１３ 企画提案の選定審査等 

審査方法は、書類審査を基本とし、選定評価基準に基づく評価点により行う。評価点数

が最も高い提案者を受注候補者として選定する。ただし、最高得点提案者が複数ある場合

は、審査委員会の協議または、必要に応じてヒアリングを行う。 

審査項目 審査内容 

基本的事項 
・事業の概要や目的、子ども・子育て支援事業計画に関する知

識や制度への理解があるか。 

提案内容 

・事業の目的、条件、内容を的確に反映した提案内容となって

いるか。 

・提案内容に説得力があり、実現性が高いか。 

業務実施体制 

・業務を実施できる経営基盤があるか。 

・業務の実施体制、担当者の配置状況が明確かつ適正で、事業

が適切に実施できるか。 

・情報提供体制について信頼感があるか。 

・情報保護体制について信頼性があるか。 
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事業実績 
・子ども・子育て支援事業計画策定業務について、充分な実績

を有しているか。 

１４ 審査結果の通知 

令和５年１０月３１日（火）までに、書面（プロポーザル要綱の様式第７号「プロポーザ

ル結果通知書」）にて全提案者に通知する。ただし、「１３ 企画提案の選定審査等」によ

り、審査委員会の協議またはヒアリングの実施があった場合はこの限りでない。なお、審査

結果への異議申立ては受け付けない。 

 

１５ 契約 

審査の結果、最優秀とされた事業者を受注候補者とし、当該事業者と委託業務や価格等

について協議の上、所定の手続きを経て随意契約により業務委託契約を締結する。なお、辞

退や協議の不調等により業務契約の締結に至らない場合は、審査結果により次順位以下とな

った事業者のうち、評価が上位の事業者から順に新たな受注候補者として協議等を行う。 

 

１６ 提案者の失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１） 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３） 審査の公平性を害する行為があった場合 

（４） 前各号に定めるもののほか、企画提案に当たり、著しく信義に反する行為等をした

ことにより、審査委員会の委員長が失格であると認めた場合 

 

１７ その他留意事項 

（１） 本プロポーザルの参加に要する費用は、すべて参加事業者の負担とする。 

（２） 提出後の企画提案書等の提出書類の修正は、認めない。 

（３） すべての提出書類は返却しない。 

（４） 企画提案書は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において複製を作成する場合

がある。 

（５） 本プロポーザルに係る提出書類は、提案事業者の新たな発明、考案又は著作物の創

作を含んでいる可能性を考慮し、情報公開の非対象とする。 

 

附則 

この要領は、制定の日から施行し、第三期御殿場市子ども・子育て支援事業計画策定業務委

託契約が締結された日をもって廃止する。 

 


